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タイ旧制度下の国家領域に関する一考察
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Ⅰ は じ め に

19佃紀後半に始まる,一般に Chakri改革と通称される多岐にわたる国家機構の改革の時期

に,ほぼ現在のタイ園の国家触域の原型が確定 したと考えられる｡改革は,西欧植民地勢力の

外圧を契機としながら,旧制度下の諸矛盾を,岡王の専制的支配を集権的に貫徹することで克

服する過程であった｡1)旧制度の政治権力が,その影響力の差こそあれ波及 した地理的空間,す

なわち歴史的領域は統治上の集権化によって領域国家の国家領域として統合される｡

旧制度下の歴史的餓域は, た しかに理念上の国家餌域として,｢畿内｣WongRatchathani

を中 心とする地方国と｢畿外｣地方園という二つの空間的カテゴリーによって構成されていた｡

さらにその外縁に, 異民族の支配する異質な鶴城である朝貢同 Prathetsaratが,土侯蝕域と

して諸外国との問にあって緩衝国を形成 していた｡統治上の要である王都は ChaoPhrayaデ

ルタ上流部の内陸水運の要衝 Ayutthayaから,18世紀末には Thonburi,Bangkokへと移っ

たが,同家鋸 戒の統治形態は玉都によるこれ ら2カテゴリーに含まれる地方因 Huam凸ang支

配を基本とした｡ Ayutthaya朝においては, 畿内諸国は ChaoPhrayaデルタを中 心とし,

畿外諸国は北方-はラーオ族朝貢国との境, ~南方-はマレー朝貢園とoj境,酉は Tenasserim

地方におよび,東方はコラー ト高原のラーオ族居住地帯-の前進拠点 NakhonRatchasimaに

至るまで分布 していた｡この畿内,畿外の地万国を色合する同家簡域は,Ratanakosin朝初期

*京都大学文学部地理学教室

1) Mosel,J.N.,"ThaiAdministrativeBehavior,"inW.J.Sitfin(ed.),To･zRJardi/ieComparati7JeStud_v

ofPublicAdministration,T3loomington,1957,pl293･
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田辺 :タイ旧制度下の同家領域に関する一考察

において も,踏襲 ･拡大され本来の国土と観念されていたo)である｡

小柄では,まずこの旧制 度下oj理念上 の国家触域を明らかにし,さらにその鶴城統治上の実態

を検討する過程で雷釦Jト -畿外--瑚貴国という前近代の国家徹域の牲格を解明 したいと考えるo

u 国家領域編成上の一般的性格

Ayutthaya.Ratanakosin硯蔓通 じてタイの 同家形成の地剰 7/,]基盤であった ChaoPhraya

デルタは,ChaoPhraya水系をHJJL､とする数河川の形成 した複合デルタであるO 国家の経済

的基棺はこ0)デルタの水稲耕作にTli'ITITIかれていた｡特にデルタ上流域の水稲耕作は,その必要年

雨量の不足を,古来河吊の自然氾濫による溢琉漆潜によって補足 してきたといわれている｡

高谷2)による Cha｡Phraya水系の地形分矧 ま今後の上山城研究-の基礎となるべきものであ

るが,旧制 度下の国家領域の編成一との性格を解明する上でも有用である｡図1はその地形分類

図をベースにして,Cha()Phraya水系に限って Ayutthaya朝oj畿叶-一徳外-朝貢国の主邑

の立地を示 した ものである｡

まず ChaoPhrayaデルタにおいては,数十の歴史的な主邑が ドットされ得 る｡これ らはす

べて旧制度下の中心集落ともいうべき性格をもつが,同時にその_lr/A.地における地形的な特性が

注目される｡まずデルタ頂点である Chainat(No.2)から Ayutthaya(No.35)に至る,デル

タ上流域と呼ばれる地域についてみてみる｡この地域は古デルタ地帯が大半を占め,Ayutthaya

靭以来の溢流濯翫農業の申 心であり,王邑は主要河川に沿う自然堤防上の比較的高燥な地点に

展開 し,その周辺の後-削見地に耕地を備えていたと考えられる｡3)ほとんど勾配のないデルタ下

流域の大低湿地帯は,19世紀後半まで居住地域はごく限られ,旧制度下の主邑もデルタ低地縁

辺の視合扇状地や,デルタ微高地,梅辺の港津地域に分布 している｡ 水路交通網が集精 し,人

[用苛密なこの地域は旧制度下の政治 ･経済的中心をな し,国家の核心地域を構成 したo これら

の主邑は,後述する畿内の地方国のそれとして史料にしばしば現われるUjである｡

NakhonSawan(No.44)以北の北部盆地と通称される地域では,閉塞低地を中 心に雨期に

は長期間の深い湛水がみられ,居住地域も古 くは Yom,Nan等O-)主要河川沿岸の日然堤防上

に限られていたと考えられ,集落,耕地は比較的新 しい時代の分村化によって河道から離れた

林野の中に広がっているものの,以前は河川沿岸の集落から至近の後帯湿地に限定されていた

2) Takaya,Yリ"PhysiographyofRiceLandintheChaoPhrayaBasin,"『東南アジア研究』,9巻3

号,京都,1971,pp.375-97.
3) 友杉孝 ｢Chaophrayaデルタのかんがい排水開発の歴史的発展過程｣『東南アジア研究』3巻 4号,

京都,1966,pp.147-51･
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し1 畿内地方閏の主邑 ･㊥ 畿外地方国の工邑･◎ 朝貢国の圭邑(数字は図2に同じ)

図 1 ChaoPhraya水系における畿内-畿外-靭責国の圭邑の立地
(dr.rlWllI)vTAKAYAl



川辺 :タイ旧制度下の国家鶴城灯娼する一考察

と推定 され る013世紀における ChaoPhraya水系のタイ族 の最初の統一国家 Sukhothaiは

この地域に成 立したo Sukhothai朝は Ramkhamhaeng碑文に現われ るごとく, イン ドシナ

半 鳥 uj広場な地域を版図としたといわれ るが, 実質的にはこ0)地域の Stlkhothaiを申心 とす

る四囲の 地方間を政治 ･経済的杭盤としたにすぎないと考えられ る｡4)デルタより北方の 異な

った景観を示す ｢北附 し虹力｣ Mba-1gNha という旧制度下の一般的呼称は,これ ら北部盆地の

歴史的地域をさすのである,,

ChaoPhraya水系のi帰 拙 k帯U)山間盆地には, Sukhothai軌に先行す るい くつかoj土侯蝕

域が成立をみたo閉鎖 された山肌盆地の限 られた 可耕地に依拠する土侯低域の生活空間は,北

ラオス,雲南のタイ系諸族のそれと共通する点が多い｡山間か ら流 下する小河川にダム Mdang

Faiを築いて用水路を分岐させて瀧翫す る耕地の展開は,これ ら拙 Il侶jj盆地の特有の景観を構

成 している｡土侯領域の桂活空間は,屯関するllJi'釦こ分断されながらも,両間の交通路を媒介

にして結ばれ,い くつかα)土棋触域が統合されていった｡

こUjような 自然的背景 を もったタイ旋ojMdang,すなわち主邑 ;地車とそれをとりまく触

域は,歴史的にいかに統 合 ･編成されて きたであろうか｡ 旧制度下の Mdang;地方国の触域

編成秩序の様態は Damronguj先駆的業績に始まり,Ayutthaya史の根本史料である Kotmai

TraSam 1)uang (-:.印法典)所収の数テキス ト0)検討から H.G･Q.WiLles,石井等によって

明 らかにされて きた｡5)

15世紀中葉C/jRotMonthianban (王室典範, 1468A.r).)6)には触域の区分として畿内の

ほか,入国 MdangPhayaMahaNakhon.捌貴国 Prathetsaratが現われ るO 畿内諸国は当

帖 小国 MhaW Noiとして知 られ昌′'(都 の直轄餌域であった0人伸 ま8国を数え,デルタよ

4J Sternstcin,L.."SettlementPatternsinThailand,"ノourna/(?iTr,)27,'calGe(7graP匂′,Vol.21.Singapore,

1965ノPP.3ト2.Walesは東西南北の封土として Phitsanulok/KamphaengPhet,PhichiL,Sawankhalok
をあげているo Wales,H.G.Q.,Ancz'e711Siame∫cGovernme71tand Admim'∫trazz'')n,London,1934.

(r叩.Nev√rl'nrk,1965),pp.102-5.

.-.､ ド,J71rJ丁とuT,yl77J71で1･/7J･i1日l -音.).U1-../ど;II,A,･JE-.け･7晶 bULJ.,,7郎川川品 J川)了. WmJ,･ji.JT古由γJu言.
il Ti.

｡｡ノq /.Jq
討1unWAm Fli川つyly7,nFmyl州7, yJ.何. tgdSG:,Damr()ng『シ ャム前代の統治形態ふ 以下 LJ･K･P.S･

†

と略すc

Wales.Il.G.Q.,op.cZ'Z.

石井米堆 ｢アユタヤ王朝の統治範囲を/｣げ 打三 印法典』中の3テキスト｣ L∵東南アジア研究【T16巷 2

号,京都,1968,pp･1351i4･I
い･ JJJ壷 =品 7,-m ･r17:i;-T5'･･la-"･一一7品 1/I-yJ･･jhfJ!]I川 1FJ J:.m I{" : .日 .hW ･"I･:A ･J一･,t･,h

q 6/ qJ I
附3JyVm i/弧 LI門かつ岬は7m のつ寸,Lか3J61,nF朋ylyVBl, pp.58-61,『二rrJ法 典 皿 L/rFK･TS･D･と略すo

1

典拠とした版はすべて Tharrlmahilt大学本である｡
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東南アジア研究 10巻2弓-

り上流oj北部盆地の旧 Sukhothai刷の歴史的領域,現ビルマ徹oj2国,マレー半島の Nakhon

SiThammarat,コラー ト高原の NakhonRatclnasima等を含み,王族,農族によって統治され,

国王は Ayutthaya王に対 して飲水誓忠 ThdNam の儀7)を行なう義務を負 った｡ 別0)カテ

ゴリーとして皇子Chaoraによって統治され る MBangLukI-uang(5カ国),MdangLan

Luang(2カ国)の名が現 われ ,そ0)うちい くつかは大国でもあったoこれ ら諸国は Sukhothai

朝の歴史 的鋸 戒とデルタ上流域に分布 し, Ayuttaya朝の比較的早い時期の先進的な地域を構

成 したと推定 されるが定かでない｡軌貴国は北部の両問盆地の土侯錬域を申心に,マレ一半鳥

に Malaka(Malacca),Malayu,ビルマ側 に TongU,カンボジアに NakhonI,uang(Augkor

Thom)等を合み∴汁20国を数えた｡ これ らはすべて異民族の伽域であり,Ayutthaya柄の国

家領域の外側にあって諸外国との不明確な匡1境の接触地帯に位t-lir･Tl'IL,3年に1度の金銀樹 Dok

Ma主ThongGoenの貢送を義務づけられてはいたが, きわめて名目的な忠誠関係をもつにす

ぎなかった｡

また PhraAyakanTamnaengNaThahanHuambang(兵部と地方国o)Sakdina)8)にお

いては,大国の廃止 と国家領域の4段階の級別編成が行なわれた事を示 している｡まず 1級国

Phitsanulok,NakhonSiThammaratの2国は,それぞれ北方,南方の土侯蝕域との境に位置

し,南北の鎮守府的機能を果た したと考えられ る02級,3級国は畿内と辺境との問に位嵩 し,

北部盆地,マレ一半鳥 邦等に分布 し,それぞれ半独立的性格の強い国主に統治された｡9)一方,

首都の Mahatthai(民部卿),Kralahom (Kalahom 兵邦卿),Kromatha(港務卿)の任命す

る官吏に南接統治された4級別の33国は畿内を構成 し,デルタの内陸水運の体系に包合され,

又は両辺の港津に展開 したのである｡

Ayutthaya軌末期の phrathammanun(官印法,1743A.D.)10)においては,国家触域が苗都

を小心に して Mahatthaiの北部所轄,Kralahom の南部所轄の別に区分され,さらに港津諸国

を Kromathaが統轄 した事がうかがえる｡二大顕職による国家亀城の南北二分割は,Walesll)

7)森幹男 ｢タイ国社会における国王概念の変遷-特にトゥ一･ナム誓忠式を中心として-｣『民族学研究』
31巻4号,東京,1967,pp.262-76.

81 K.T.S.D,,Vol.1,pp.264-71.

9) 当時2級国であった NakhonRatchasimaは WiangChanの ChaoAnu反乱の後,東方の要衝とし
て1級国に軒桁した｡

∴ :ニ- -- := - -= --T∴ -_- 一 m こ-m -----Tl∴-_-I†
ー ' q ) Lg QJ q 0 U q / I_ ち

i)uu門か討3J飢描甘野7m 3'宵∩7im 61 cI TWn7討y) Lg c7. 甜7un抑3JyVF)かやつyly7, nFVLyTyV c7, 糾.PT.
7 7

LgGDB:, pp･528-9,ThiphakorawongandDamrong『Ratanakosin王朝一世王,二世王年代記』,以下

p.p.Kji'./,IJと略す｡

10) K TS･D.,Vol.1,pp.141---5.
ll) Wales,H.G.Q.,′少 .ci/,,p.帆
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凹辺 :タイ旧制度下の国家領域に関する一考察

によれば,1691年oj N a k honSiThammaratの反乱以後,迅速な徴兵と軍団移動の目的から

とられた処tl177Iとされているが,確かな左証はないo Lか L Ayutthaya朝後期の王室独占貿易

の発達は, シャム湾沿岸の港津諸国の経済的機能を高め,外交事務をも司る Kromathaの所

桔鶴城の拡大をうなが した事は十分考えられる｡同法においては,Kromatha所轄領域はシャ

ム湾からカンボジアに連なる東南存†岸まで計 8国を数えるが,『Ratanakosin王朝一世王年代

記』12)によれば, Ayutthaya朝の一時期にはマレー半島部全域の18国を加え26国におよんで

いる｡ しか し-･世王の治世にはシャム湾沿岸の9国の港津諸国を支配するという,ほぼ元の状

態に復 している｡

Ratanakosin瑚旧制度下においても,若干の異同はあったとして も,こ0jMahatthai,Ka-

1ahom,Kromathaの三人顕職による国家領域の三分轄統治が基本的形態として存続 したので

ある｡王都とその周辺のデルタ上の4級国からなる畿内,後には畿外諸国と呼ばれた 1級2級

3級国が本来の国家領域を構成 し, その外側の接触地帯に異民族の朝貢土侯鶴城が広がってい

たのである｡

以上,Ayutthaya軸から Ratallakosin軸初期にかけての旧制度下の国家領域の編成上の概

要を述べたが,これを一一･措 して図2に示 した｡この蝕域編成上のヒエラルヒ一に暗示される集

権的性格は,あくまで理念上の問題であり,旧制度の鶴城統治の実態を忠実に反映するものでは

な く,理念と実態との問には陥りが存在 した｡この不均衡な構造は,旧制度の身分制oj下で人lj

uj大半を占めた 格役農民 Phraiの労働力の動員と租税徴収をめぐる申央政府-首都 と地方勢

カー｣出方国の間oj矛盾を基盤としていた｡ こ0)旧制度下のタイ社会の構造的矛盾に加えて,国

家触域の統治上の聞題は,西欧植民地勢力による外圧が接触地帯の朝貢土侯蝕域を媒介にして

専制国家の存立の危機として反映 して くる点に求められるのである｡次に,上述の Ayutthaya

観以来の理念上の領域編成秩序の背後に内在 した領域統治o)実態について述べてみる｡

nl 首都,畿内と周辺の地方間

18世紀未に造営された Ratanakosin 朝の王都 Bangkokは ChaoPhraya河の人曲流部に

位置 し,大儀湿地帯の中 の比較的高燥な古沿岸洲上にあたる｡国 家鶴城の統治の要である首都の

景観はタイ史料のほか,191日_･紀初頭から中葉にかけての欧人の地図や記録に見 ることができる｡

とりわけ,Pallegoix13) によって収録された1854年の Iiangkok都lrI凶は最 も鹿本的な ものの

12)p.p.K.R.I,/(,pp.26-7.
13)HPlande13angkok,"parCharle,G6ographe.1854,inPallegoix,Mgr,DC∫cnitl'071du Ro_γaume

TAaiouSz'am,tomeT)remiel･,Paris,]854
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図 2 Ayutthaya朝,Ratanakosirl朝初期史料に現われた地方国
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畿 内

(詣 還 rayaデルタおよび

1. Phetchaburi

2. Chainat

3. In

4. Phromburi

5･ Sing上)uri

6. IJOpburi

7. Saraburi

((i. Uthaithani
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10. Anfl･thong

lL Sawankhahuri
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13.Saivok

14. Suphanburi

15. Sisawat
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19. MakhonNayok

20. Prachinburi

21. Nonthaburi

22. ThaChin

23. MaeKlong
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24. PakNan

25. (二hon
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27. Kui

28･ Rayong

29. Iianglamur唱

30. ThaRong

31. BuaChum

32. Kam Pram

33. ChaiJan

34. Wisetchai(二ham

35. KrungKao

36. Samkhok

畿 外

(北 部 /(lk. 也)

37,Phitsanulok

38. Sawankhalok

39. Sukhothai

40. KamphaengPhet

4】. Petchabun

42. Phichai
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(マ レー半島邸,現 ビルマ髄等)

45. NakhonSiThammarat

46. Chaiya

47. Phattalung

48. Chumphon

4り. Songkhla

50. Thalang

5L Takuathung

52. Takuapa

53. Marit

54. KhlongWan

55. BangTaphan

56. Tanao

57. Thawai

58. Lansuan

59. Pathio

6O. Kra

61. Phang-nga

畿 外

(Khorat高原,東南沿岸等)

62. NakhonRatchasima

63. Chanthabun

64. Trat

(Source) A: PhraAyakan Tamnacng NaThahan Huam缶ang (1466 A.I).),K.T.S.D･,Vol.1,pp,
26471

I3: RotMonthianban(1468A.i).),K.T.S.D.,Vol.1,pp.58J)

C: phraThammanun(174･3A.D.),K.T.S.D.,Vol.i,pp.139-45

1): BaengIiuam缶angKhもnKalahom MahatthaiKromatha(1782A.I).),p.p.K.A.),IJ,pp.
26-7

-つであろうO 都市域は小麿1145年14)(1783A.D.)における膨大な格役労働力を動員 して造

営された東岸の運河 ･城壁で囲まれた部分を核心としている｡東の環濠を構成 したこの運河は

1万のカンボジア人を徴発 して掘削され, 乱opKrung運河と呼ばれた｡さらにその外側の運

河は人口増加による市 域拡大のため,小暦1214年15)(1852A.I).),四廿日三が時の顕職 Kalahom

14) p.p.K.a./,II,pp.67--8.
/

-. I-i----Z:三::I:::I:∴:･t･･--:皇=一一二∴ ---:-:-I-_:-rL---I------･-:･-:---lJ 工 -:==,:::∵こ-:I-:- TL--- I:･ ;- -1-†
U cl o一 句 /ー C1
3'甘∩7即7 6 7, 甜7unm JyJF7∂寸つy)En, nT寸川yV 7, yV.PT.Lgatoわ, pp･453-4, Thiphakorawong

I

『Ratanakosin王朝三flH:.,棚LF工年代記』,以 下p.p.K.R./I/,JV と略す｡
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の ChaoPhrayaSisuriyawong(ChuangI',unnak)等に命 じて開削させた PhadungKrung

Kasem 運河である｡ この運河掘削により19世紀中葉には都市域は2倍以上に拡大 し, Chao

Phraya対 岸 の7rl-くから発達 した Thont,uri地区も含め,両岸沿いに居住地が延びていた.

人口規模については,1826年 :134,090人 (Malloch),1834年 :404,000人 (Pallegoix),1840

年 :350,000人 (Neal),1849年 :160,154人 (Malloch),1855年 :300,000人 (Bowring)等の欧

人o)掲げた数値から推測することができる｡16) Mallochの1826年と1849年の数値がいかなる

資料に基づ くものであるかは,必ず しも明らかでないが,おそらく市域拡大の直前の旧城内の

人口を示 していると考えられる｡ また Ratanakosin暦112年 (1903A.0.)の最初の部分的セ

ンサス17)においては, 首都および近郊で構成される Krungthep州で493,677人としており,

19世紀中葉の都市域の人口は35万人前後と推定するのが妥当であろう｡

Pallegoixの都市図においては,道路や郊外の耕地区画等の描写が,かなり類型化 して変形さ

れた形跡が認められ,JLf確な町制の復元はほとんどのぞめない｡ しか し城内と,農耕地が大半を

占める城外との対照的な景観の差は容易に認められる｡西岸の Thonburi地区を中 心に Chao

Phraya沿岸や運河水路沿いには, 多くの杭上住居が密集 して連なり,河川水路は大小の船舶

で溢れていた｡Malloch,Crawfurd,Bowring18) 等は河川水路が主要な交通路であり,道路は

ほとんど存在 しないとさえ述べている｡王宮,仏教寺院は城内に多く分布 し,左岸城内には煉

瓦,土鳩で造 られた官僚貴族の館が建っていた｡城内のかなりの邦分には,荒地,沼,果樹園等

が残されていたともいわれるが,政治的,宗教的設営物を多く含む申 心地区を形成 していた｡19)

一方,多数oj華僑を含む人口桐密射 JLE一岸には,華僑商店や 80atingmarketが水路沿いに展開

し,商業の中心を形成 していたo Bowring条約締結以降,19世紀後半には, 開港による外国

貿易の発展により城内より南方の下流部沿岸に各国餌事舘, 西欧諸国oj資本投下による貿易会

社,倉庫等が急速に展開 していくことになる｡

畿内に属する諸国は,Ayutthayar初以来,首都による直接統治が行なわれた小国,4級国C/j

数十を指すが,これらのー主邑は水運によって首都と直結していたと考えられる｡デルタ上流域

における水路交通は Chainat以南cJjいくつかoJ自然の 分流河道によって可能であったと推定

16) Malloch,D.E.,Siam:SomeGe71era/jPemark∫0732●Z∫Produltz̀on∫,Calcutta,1852.p.70;Pallegoix,
Mgr,op.cz-i.,p.60;Nea】,F.A.,Narratz̀yeq/aRe∫ide7m tnSz'am,工JOndon.1852,p.30;Bowring,
SirJ.,TheKz'ngdom andPeopleofSiam,Vol.1,London,1969(rep･),p.394.

17) -tiamol郎汀unTu?晶 ぶ恥 " tnmJlqm お品 の 訂.H.油 G,｡.103,｢地方センサス｣『内務省報』

巷 1.

18) Malloch,D.E.,I,A.cZ't.,PP.19-20;Crawfurd,J.,JournalofanEmba∫syfromtheGoyer710r-General

d IndialolieCourt∫of Sz-am andCochz●n-China,KualaLumpur,1967(rep･),p･79;Bowring,Sir

J.,oP.liz .,Vo】.1,pp.402,405･

]9) Finlayson,G.,TheMz-∫∫io7Z/aSiam a,zdHue,theCapz●tll/,,/Colhi71China,Z■ni/ie Years,182ト2,
1.()ndon,1826,pp.210-1･
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されるが, Ayutthayalll期には若干の運河開削の記録20)が存在する｡ しか し畿内諸国の主邑

を結節する運河水路の整備は,特にデルタ下流域において必要とされたと考えられる｡

19世紀後半の西欧植民地勢力の東南アジア進出により,米需要の増大に伴い,下流域の低湿

地,岩の荒蕪地は大 々的に水日日とされてい くが,Ayutthaya中期以降の旧制度下においてもデル

タ上の 徴高地の主邑は港津 として重要であった｡ Ayutthaya以南の ChaoPhraya本流は海

辺から首都に達する幹線水路であり,外国貿易の発達により,ThaChin河,BangPakong河

の港津とともに重要性が高まったO幹線水路としての ChaoPhraya本流の機能は,船舶航行

の時間の短縮, 合理化という側面で高められたと考えられる｡ChaoPhraya本流の曲流部を

切断 して航路の短縮をはかる Khlong上at(短絡運河)の掘削の事例は Ayutthaya中 期から

Ratanakosin初期にかけてきわめて多い｡2】)BangKruai,LatRimWatKaiTia,LatMnang

Non(Nonthaburi),TretN,)i等22)の KhlongLatの開削,渡深工 事はそ0)例であるO 期間

も数カ月から数年,動員された Phraiも数万を数える場合もしば しばであった｡ChaoPhraya

本流の Khlong Latの掘削は曲流部の河道の人工的つけかえを意味 し, 沿岸集落の立地に大

きな影響を及ぼしたと思われるが,史料不足のため今後の課題としたい｡

KhlongLatによる航路の 短縮による水路交通路の整備は必ず しも成功 したとは 限 らず,

ChaoPhray拍車二Ⅰ近 く phrapradaeng近郊の大曲流部を短絡させた PakIJat運河uj場合に

は侮水が 13angkokまで遡上 して しまった. Ratanakosin 朝一世王o)治乱 小暦 1146年23)

(1784A･D･)には旧京 Ayutthayaの城壁等を倒壊 して煉瓦を船で運び 堰堤を築いて しゃ断 し

ている｡

KhlongLatのほかにも低湿地帯の自然の水路を掘 りつないだ長距離の船舶航行用の運河 も

みられ,BangPakongと ChaoPhraya面河を結ぶ Samrong運河∴IlhaChin河口の Sa-

khonburiと ChaoPhraya河を結んだ Mahachai運河等はその例である.24)これらの多 くの

運河開削,凌深保全工刺 ま,Damrongが述べた ｢畿内の phraiJPhraiPhonlamBang25)の格

役労働力によって行なわれたと考えられる.phraiPhonlamdangがどの地域から動員された

20) Narai王における Lopburiの PakChan運河工事等｡

-∴ :三--二:: I:_:こ∴~ ,_-ll.:ニー:::-:こ-:::ニー=一二一=--: -1=-:-:,-I- 一･ -I.ユ ー=li_:I-I1
pp.128-9,Wongsanupraphat『農務省史』,以下R.P.K.K.と略す｡

21) 石井米堆 ｢タイの篠役制度の一考察- 『三印法典』を中心として-｣『東南アジア研究』6巻 1号,戻
都,1968,pp.50-1.

22) A.P.K.K.,pp.127-30.

23) p.p.K.a.I,JJ,pp.79-80.

24) RP.K.K.,pp.127,129.

25) I.K.P.S.,pp.32-3.

Dilock,Prin7JV(,nSiam,Dz-eLandwir/schaftillSiam,Leipzig,19鵬,I)･32.
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かば,個 々0)運河工事についてすべて明 らかではないが,運河 に比較的近い畿内諸国の Phrai

が徴発されたと考えられる｡

Mahachai運河 と通称され る ThaChin 河 口 Sakhonburiと Thonburi付近を結んだ運

河工事は17世紀申葉,PrasatThong土捌 闇 汁二着 _E二されている｡ この時 ChaoPhrayaChakri

が 3万の Phraiを徴発 した地域は,Nonthaburi, Thonburi,NakhonChaisj,Sakhonburi,

SamutSongkhram,Phetburi,Ratburi,SamlltPrakanの8国にわたっている｡2°)この運河

は Khokkham 運河 とも呼ばれ,低湿地帯uj分流水路を踏襲改変 した り捕りつないだものと推

定 され るo いったん申断されたこの工 事は小暦1067年 (]705A.D.)に ChaoSua王によって

再開され,3万の Phraiが地方国か ら動員されている｡そ して次の ThaiSa主o)治世まで完

工はもちこされ,小暦1083年 (1721A.D.)の工 率の時は,やはり ｢南翫 音律氾 HuamdangPak

Tai27) の Phraiが動 冒され,その数は3万 とも6万 ともいわれている｡ この際,｢南部諸国｣

とは, やは り Nonthaburi,SamutPrakan,Sakhonburi,SamutSongkhram,Phetburi,

Ratburi,NakhonChaisi等の地方国をさす と考え られる｡28)

デルタ上流域の高 い農 業牲産力に支え られ る地域の重要性 もさることなが ら,畿内の幹線水

路の整備は Ayutthaya朝申期以降,デルタTi京城に展開 していったように見える｡ そ して大

規模運河工事を担 う Phraiの大半は,デルタ ト流域のい くつかの諸国か ら徴発 された｡それ ら

諸国の主邑は,水路交通網の結節点 と しての機能を高めていったと考え られる｡

Ratanakosin朝に入 ってか らの国家の公共 事業 も,王宮,寺院の造営,城壁,城砦の建造等多

岐にわた るが,その主要な努力は運河水路網 の整備に注がれた｡官の事業に投入 され る Phrai

の無償の桟役期間は Ratallakosin胡二世王の治 世(1810A.D.)では 3カ月と軽減 された｡ し

か し苛酷な力役をさけて逃 亡する phrとIiは増大 し∴ 王の直接支配下の Phrai,すなわち Phrai

Luaノng (公民)は有力者の PhraiSom (私艮)と してその旺護を受 け, 官務を逃れる傾 向が

強 くな った｡

公民の私艮化という現象は,専 制国家の人力支配o)衰退 と,王に対する潜在的対抗勢力の伸

/ e,,
二･日 ,j･!丁とJ7･川 ,rl･,"･17中 一)I-I.･,:･!.･"J･J ;,Ihl･,I,J･,.JTi･J7,17"･.I,- I一l:,I,J･ ,r･. 晶 一丁.､.1,7川禦 ･i･･･,･

nFmy7刑 C7, W.PT. tgaJロct, p･205,『Krom PhraPramanuchit本Ayutthaya 仁朝年代記』
9

27) ibid.,p.2]8.
C. ｡ ｡ノ q / Q.q

28) yJyuunWm m つ577JnT洞 JかyHu7 i前 JWuu菰 ylu3nPT (晶J), 那 unyV3JyVFlか脚 )u7, nTMyV ?,
i iJ i iJ

叩.Pl.bGロd, T)P.447--8,『PhanChanthanumat本 Ayutthaya 巨緋 Flに記』
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張を意味するo こU〕イ蜘L'.｣は小僧1172年 (1810A.I).)a)｢Lckoj入墨U)勅令｣29)に端的に看取で

きる｡逃 亡した公民,私民や奴隷 ThatChloei.ThatSinthaiをもとの MunNaiや批護者

0)もとに復帰させるべ く様々な努力が払われた事がうかがえる｡

新王朝の成立期の戦乱のため ｢強健な PhariLuang,PhraiSom や地方国に属住する揺役

義耕者は,Mu(組)を変更 し異なる Krom に移ってしまった｡ しか しNaiのほうは変更を

尋ねて報告 してこない｡｣Naiは Phraiを私的に使役するため保持するようになった｡ ｢ある

者は官務をさけて逃亡,移住 し秘密の巣窟に隠れ,森の中 に隠れ住む者が多 くなった｡その理

由は ChaoMuや Mtm Naiが私榊 こ苛酷に使役 し, 安楽にさせないからである｡｣ これ ら

の逃 亡した Phraiは集団となって地方国主や官吏の保護下に入 り隷属 した｡ そして地方国の

無法者集団 PhuakSong にもなったのである｡

このように ChaoMuや MunNaiの統轄する Muの鶴城は混乱し,各地方困にまで波及

していき,Phraiの直接の一律支配を基調とする領域統治は19世紀初頭においてすでに危機に

瀕 していたのである｡ この混乱を収拾するために,二世王は Khaluangを派遣 して新たに腕

に入墨をして登録 し,地方国主 ･官吏による PhraiSom の新たな蓄積を禁 じ,Phraiの地方

国問の移住を禁 じ,違反に対 して厳罰をもってのぞんだ｡ しか しこの努力もさしたる有効性を

もたず,Ayutthaya朝から Ratanakosin朝初期の旧制度 Fにおける公民の私民化,地方国主

･官吏による地方分柿化の傾向は,首都による地方国支配という専制悶家の鶴城支配の持続的

な動格と弛緩をもたらしたのである｡

篠役の代金納である課役代 KhaRatchakanは17世紀頃から行なわれ, Ratanakosin朝初

期には畿外を含めてかなり普及をみた｡30)課役代によって,Ratanakosin朝に入って急速に増

大した華僑が官の事業に雇用され,逃亡で減少 しつつあった PhraiI,uangの径役に代えたの

であり,二世玉頃から始まり次第に増加していった｡三世 王治下,1830年前後になるとBangkok

以南の運河水路整備の工事に華僑労働者を雇用 した例が史料にしばしば現われる｡

『Ratanakosini:潮 三世王年代記rD小暦1190年 (1828A.D,)の条には,城砦建造の記事とと

もに ThaChinと MaeKhlong両河口を結ぶ SunakHon運河の開削に華僑労働者が雇用さ

れたと記され,さらに小暦1193年 (1831A,D.‖こも Thonhuri近郊の Bangkhunthian運河工

事にも同様の記事が現われる.31)こ0)ように三世王,四世王の時代には,不安定な phraiLuang

の構役に代えて,安価な華僑労働力が畿内の運河開削等の公共事業に投入されていった0

29) p.p.K.R./,//,pp.3827.
30)LaLouhLlre,DuRoyaumedeSiam,tomei,Amsterdam,1961,p.361;Dilock,oJb.′iz.,p.50;石

井米雄 ｢タイの橋役制度の一考察-｣,op.lit.,pp.5ト2,
31)p.p.K.R./Jl,/V,pp.9ト2,110.
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デルタ下流域の本格的な新刷jF･]拓の進行は,1855年の ]3owring条約による米輸出を中心 と

する自由貿左Jj,a)開始をメルクマールとしている｡省都の中央政府の畿内蝕域支配の様相もこの

低湿地帯の荒蕪地の水田化,デルタの主邑を結節点とする運河水路網の拡大を通 して展開され

る｡32)首都 I3angkokを中心として束の BangPakong河,西の ThaChin(NakhonChaisi)

河, MacKhlong河を横断する幹線運河の掘削はデルタ下流域のエクメネの本格的な拡大で

あると同時に,下流域の申心地の形成を意味 した｡

先 の SunakHon運河や東方-の SaenSaep運河等の三 世玉治下の運河開削は,東西の諸

外国への軍団移動等の軍 事的目的が主要であったと推定 されるが,後の下流域開発への布石を

なすものであった｡ SaenSaep運河は, liang Pakong 流域oj13angKhanak をへて当時

Paetriu 地方と呼ばれた Chaehoengsaoを主邑とする地域に達するものであり, Ayutthaya

朝の Samrong運河, 後代の PrawetBurirom 運河 と共にこの地域の農業/土産物の流通経路

を開 くものであった｡33)首都の西方 NakhonChaisュ,NakhonPha,thom 等の華僑を中心とす

るサ トウキビ栽培地域,34)さらにコショウ, サ トウキビ,タバコ等の商品作物の栽培が卓越 し

た MaeKhlong流域35)-は,Mahasawat,PahsiCharoen,DamnoenSaduak等36)の長距

離の運河が貫通 していった｡

Chachoengsao,NakhonChaisi,Sakhonburi(SamutSakhon),Ratburi,SamutSongkhram

等の米,サ トウキビ等の集散地,港津は幹線運河沿岸の水 [H化が進行する過程で下流域の申 L､地

としての機能を高めていった｡そ して1891年の ｢シャム運河･水川漕翫水路掘削会社｣37)によ

る Bangkok東北の Rangsit地域の運河開削と開拓の大 々的な展開をもってデルタ下流域 oj

開発はその頂点に達する｡

一方,首都の中央政府の直接支配のおよんだ地域は,この時期においてはかなり不明確であ

った｡特に Ayutthaya弧 Ratanakosin朝初期に畿内として設定された寓轄領域がいか に変

化 したかは定かでないO しか し下流域の開発が進行する一方で,人力支配の体系が私民化へと

移行する趨勢にあって,畿内の直轄領域は狭められていったとも考えられる｡Tej38)によれば,

32) 友杉孝 ｢ChaoPhrayaデルタのかんがい排水開発-･｣,op.cz■Z.,pp.152-4.
33) SaenSaep運河は,当時 BangKhanak運河と呼ばれた.p.p.K.A.Ill,ZV,p.]79. Paetriu地域

には多くの精米所が建ち,交易と米作の中心地を形成した｡Smyth,Il.W.,FzbeYeraszlnSiam,from
1891to1896,VoLI,London,1898,p.57.

34) NakhonChaisi地域は19世紀中葉には愚人の華僑サ トウキビプランテーションが展開し,2001300人の
華僑職人を有する精糖所が30以上もあった｡Pallegoix,M gr,oP.(2't.,PP.101-2.

Ingram,J.C･,EconomicChangez'n Thaz◆land,1950J970,Stanford,1971,pp.123--4.
35) Smyth,H､W.,a_A.rz●/.,p.53.
36) p.p.K.A.Ill,7V,Pf).530-1,691,711.
37) A.P.K.K.,p.154.
38) TejBunnag,TAGProm.7iCiaZAdmz̀m'∫zrationI,ISz̀amfrom 1892101915:A Study oftheCreation.

lhe Growth,theAcAievement∫,and the Zmph'cazion∫for Modern Siam,Of theMini∫try of i//p
/n/m'or汀nderPrz●77reDamrong Rachanuph,aj)(Ph.r).Dissertation,oxfordUniv立 1968,pp.34--5.
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旧制度勧域支配が五廿日:.と l)amrong/糾 Ⅰ心とする Chakri土室勢)Jによって改革遂行される

甫前の1891年においては, LEi糖の畿内諸E削ま,首都の北に Prathum Thani,Nonthaburi,柄

に phrapradaeng,SamutPrakanの射玉139)を数えるのみであった｡4国に対する支配の内容

を知ることはできないが∴三世王当時より急速に増大 した華僑による徴税請負制の発展の結果,

これら首都近郊の要地においては比較的効率よく地租,課役代の徴収が行なわれた事が想像さ

れる｡この近郊の蝕域が後に KrungThep州として踏襲されていくのである.40)

Ⅳ KinMdan皇;食国

旧制度下では刷tl川勺には,地方国の国主がその飢域内の財政戸畑 法的支配権を持ち,地方官吏

の任命権も国主に属 していた｡困主には地方国の鶴城支配にともなう全権力が付与されていた

が,それに関わる費f削ま給与に至るまでいっさい支給されず,国主自らの経済活動や Phraiの

公私にわたる使役に依存 していたOこの制度は KinMaang(金田)と通称され,すでに15世

紀の KotMonthianban41)中 に現われ,起源は Ayutthaya朝にまで遡る｡KinMaang制 の

領域単元としては,Phraiの徴発組織である Muのひろがりが重要な意味をもったが,別にい

くつかの行政桝域ともいうべきものが存在 した｡

三印法典所収の旧勅令oj申にはいくつかの Ayutthaya朝下の地方間領域統治に関するもの

があるが, 地方国の Phrai保持をめざす勅令の中に,地方国の行政蝕域と考えられるものが

現われる｡Ayutthaya朝未の小暦1089年 (1727A･D.)の旧勅令 23phraratchaKamnotKao

2342)は,地方園統治の任務内容を規定 した代表的な勅令であったと考えられる0

因主が当該地方国の行政伽域である Changwat,Khwaeng内に保持する一般人民の統治保

護に注意を払うべき事,中央政府の省-の報告の義務,裁判,中央政府の省から送付される官

印ojある公文書 Traの頁偽の検閲と返送等が記され,さらに次のようにある｡｢一つ,地方国

の統治 に赴かんとする官 (PhuRaksamhang,PhuRangmBang,PhuKhrongmBang)が,

39) 南方2国は外国船の Bangkok-の航行をチェックする要衝であったo

rm 一三三-I-_I.r::.･--,-I=一二:_ -__I--_;--:I-:こ-Tニー_ =: - --_,_ - . :A ::L二:_

1248-50,『アカデミー版タイ同地理事典』巻3;Malloch,I)･E.,op･ci/.,p･1･
.≦1

40) nTaJyJJ甜7570lFm Wlunlyliほは 附約7㌢7別 辞ul(蒜芋川yV茄晶u oJかy∂u7),Lr7何157u7討,nTM 抑
iJ iJ i1

7, yV.軌 也ciSG,Pp.146-7,Ⅰ)amrongand Ratchasena『テ-サーピバーン皿 以下 The∫apJ5Z●ban

と略す｡

4]) K.T.S,D.,Vol.1,p.59･

42) K.T.S.D.ノ Vol.3,pp.185-91.
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Phanu)作桔 卜にある私艮 Som を 自らの下に留める事を禁ずる｡ 地方国に赴任 したる後,そ

の地方因のための官務,関所 Dan,通力乳 いかなる Tambon(郷,村)と Tambon とが境界

を接 しているか等をたずねるべ し｡ しかる後, 国主 ･地方官吏は Tambon ごとに陸路,水路

共 まちがいな く点検すべ し｡ もしも堅田 でな く破壊 されているのを見つけたな らば,その部分

を修復 し堅牢にせ しめよ｡新旧の関所に異変があれば,どこが危険であるかをた しかめ,移動

して建造せ しめよ｡ 道路, Tamhnnに兇暴な敵が侵入 した際,防衛困難たる事をみきわめた

る時 は,木を倒 して破壊 し,当該の道路, Tambnnを廃棄せ しめよ｡ しかる後,矢来を立て

護 りを強固にすべ し｡-･-｣

また通行鉦可鉦 Traboekt)an なきラーれ モー ン, ビルマ, タイヤィ, クメール人商人

の処遇,軍役,稀役のための登録 Saraban(､hiに通暁すべ き且 逃 亡者の処遇等が規定 され,

さらに次のようにあるO

｢一つ,官吏でなき者でも能 力と力量を持す る者を抜て きして地方官束 とし,完全を期すべ

し｡ また地方官IJi, NaiAmf)hoe,Roikhwaeng,NaiBan は Amphoe(那)宣守護, 防衛

し,誰が官務 に応ず るかがわかるよう査察すべ し｡誰がどこ-移住 したか,どの地方国のどの

Tambonの者であるかを知 ってお くべ Lo 当該地方国にやってきて潜伏 して居住する者の数

に通暁すべ し｡--･｣

このように地方国領域内郡には,Phraio)保持,支配の紬 且か ら,行政領域 としてChangwat43),

Khwacng,AmI)hoe等 の ｢郡｣レベルか ら Tambon｢郷,村｣, 集落である Ban｢字｣等 の

区分が一般的に存在 したと考え られるO旧勅令23は,軍 Lj紺勺祖LL真か ら地方国領域内の交通路,

閥所の管理,TambOnの境界が重要な意 味を もった車を暗示 している｡軍事的要請は,とりも

なおさず,敵による農民の奪取を机直するという,Phrai保持C/)ためにはかならないと考えて

よいだろう. また官務への Phraiの動 員体制が Amphoeレベルで一個 のまとまりをもつよ

｢,国家が要請していたとも推定 されるが定かではない｡

Changwat,Khwaeng.AnlPhoc等の行政領域の空間的 規模や,それ らの階層秩序は不明な

点が多いo Damrong44) は旧制 度下の伝統的行政鶴城 として,PhuYaiBanの統轄する最7

位の I3an(辛),Phanの官位 を持する Kamnanが長である数個の 13anを合 した Tambon

(郷,料),さらにそれを合 した Mdnkhwaengの支配す る khwとlノeng(描),その上佃 こPhraya

43) Changwatは後の六世王の治此 Mtiangを改めた時の名称であり,立憲革命 (1932A.D.)後の県制

施行による,｢県｣と同一一名であるが,旧制度下では地方国内の行政′領域の一つ であったと考えられる｡

ArsaMeksawan,TAGR̀,Ze4 /ACProzノZ一′zrilaZGozノernOrZ'71T/zat'land (Ph.D.Dissertation,Indiana

Univ.),1961,pp.105,15ト5.

44) I.K.P.S.,I)p,28i).
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Mahanakhonの餌域である Mhang (地方圏)をあげ,諸酎 式の階層秩序を示 しているが,良

体的 事例についてはほとん ど触れていない｡

PhraAyakanTamnaeng NaThahan HuamBang45)には Khunkhwaeng(田 ;400),

MdnKhwaeng (闇;300),Phankhwacng(lH;200)等 と胃ojSakdina(使用)が示され

ている｡ またいわゆる畿内4級因の地方官吏の申 には,Khwaeng(旧;400),RongKhwaeng

(田 ;300)等と記された者が存在 した｡ これらの官はおそらく耶レベルの鰍域の長であったと

推定 されるが,その官位や Sakdinaには幅があった｡ したがって Damrongが述べたように

必ず しも MdnKhwaengのみが郡 レベルの長であったとはいいきれないODamrongの示す

階層秩序はきわめて理念的に論 じられたものであり,また旧勅令23自体 も,法典編 纂時 (1805

A.D.)の実用上の処理がほどこされた事 も予想され,旧制度下の統治上のあるべき姿を捉示 し

たとも考え られる｡ したがってこれ らの行政領域の区分やその階層秩序は畿内,畿外を問わず,

地方田の行政領域の多様なヴァリエーションの理念的な類型 として解釈すべきであろう.

事実,Tej46)によれば,コラー ト高尻目こおいては Amphoe-Khwaeng-lianの階層秩序が

諸め られ, マレー半島の Phatthalungでは, 徹域区分として唯一一一Amphoeのみが存在 した

としている｡

KinMdang制の下では,国家が指示する地方圏蝕域秩序が有効に作用 したかどうかは疑わ

しい｡特に国主による Khwaeng,Amphoe等の行政領域の地方官吏o)任命は原則であったが,

実際には在地の Khrdhabodi(石力者),多くの配下をも/)Naklen釘0 (粗分),徴税請負人

である華僑官吏 KromakanChin等が任ぜ られるケースが多かった｡I)amrongは,自ら内務

大臣として地方因触域統治の改革に着手する以前の統治状況 と改 ･隼上の苦心を 『テ-サーピバ

ー ン』47)の中 で述べている｡例えば,畿内の旧嘉 Ayutthayaの官吏 として任ぜ られた Luang

Banthaothukratは五世王初期に知 られた NaklengtOであり,近郊ujKaoYaiを任地 とし,

上 り下 りの水運の舟を襲撃する盗賊を手下にもち,後に処刑された事等を記 している｡

45) K.T.S.D.,Vol.1,pp.260,271.

46) Tejの典拠とした 『Phatthalung年代記』(史料集成巻15所収)には Amphoeレベルの単元しか現わ
れないが,その補足的史料ともいうべき同名の年代記 (巻53所収)には郷 (村),字レベルの小領域が見

られるo Tej Bunnag,op･ct･l･,p･44; - 1- 品 前禦, 壇 川 寸即 - m蒜 の6･
/ i,

古 誓 訂- 一つ那㌻品 - - rnF即 竹那禦 n7,nF,脚 7, W.何･- od･ (以下 Prachunl

Phongsawadan15-p.p.15とし,刊本の巻数はすべて Khurusapha本の巻数を付す｡)
く斗 1ノ

附m 7つの1T川か川 y7諭せp.p.53,Vol.31,.p.41.
1

47) The∫aphiban,pp.45-52.
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Damrongは1892年の内務大臣就任直 後 , MahathとIi所 粧uj北)JーU)地方国uj視察旅行48)にお

もむいたが,苫都近郊の Angthong,Suphanburi等の国主･官吏の腐敗 と蝕域統治の破綻を観

察 し指摘 しているo Damrongのおとずれた北部盆地を含む地方因は, 当時では Huamhang

Channai(内側の地方国) と通称されていた地域に相当するが,首都に屈住 している官吏で地

方国-の赴任をのぞむ者はほとんどいなかったといわれる｡KinM缶ang制 の下では国主の執

務の場である官衝 Sa′laKlang さえ国主 自身の山門によって維持され,桓によって区分される

ものの国主の私的な屋敷地に付属するもので しかなかった｡49)

デルタ下流域の大々的な開発による経済の発展と交通路,主邑の発達による地域の充実はみ

られたが, 中央政府による Phraiの一律支配を基盤とする領域統治はきわめて弛緩 したもo)

とならざるをえなかった｡Ayutthaya朝以来の地方圏領域統治上の理念は Ratanakosin 勃‖こ

入 ってか らも継承されたと考えられるが,KinM白･ang制の下では在地勢力が温存,拡大され

る傾向があり, -1】央政府の意向が有効に作用することは少なかったと考えられる｡

V 畿 外 お よ び 朝 貢 国

畿外地方困 HuamdangChannok とは HuamdangChannai(内側の地方国) と対をなす

領域概念であり,Damrong50) によれば PhraAyakanTamnaengNaThahanHuamBang

に記された 1級,2級,3級国をさすといわれた｡ しか しRatanakosin 朝の軍事的領土拡大に

ともないコラー ト高原のラーオ族居住地域等が地方国として国家櫛域に編入されていき,畿内

といえども必ず しもかつての4級田のデルタ地域 を 同定的にさしたものでなく, 畿内を含む

HuamBangChannaiと畿外である HuamもangChannok という国家領域の対概念は必ず し

も明確ではない｡そして畿外地方間という概念は,空間的であると同時にすぐれて歴史的性格

をもち,Ayutthaya朝の国家領域を回復 し,さらに拡大付加されていった衛域に対 して言われ

る傾向もある｡51)ここでは Ratanakosin朝に入 ってから服 属 した新たな地方国や辺境の有力

地方国さらに外縁の朝貢土侯領域についてみてみる｡

申央政府による Phrai支配に関 しては,Ayutthaya師 こおいては畿内と異なる状況が存在

した｡Damrong52) は ｢畿外諸国の PhraiJPhraiKhonMdangChannokに対 しては,畿内

吋 Oーq6/LJi/

4･8) nT川 丁甜 7m077m町7甲n7m,苗m ulu- 鰍 57un抑川∩7つ閃m nミ耶- IW･H･ 舶 oG･
pp.41-3,Damronぎ 『旧記録』

49) The∫aphiban,pp.4415.
50) L･K.P.S.,pp.26--7.

51) Tejは,theouterprovincesを thcinnerprovincesとラオスの朝貢Egとの問にあって18世紀後半以
降服属した地方国として位置づけているoTejBunnag,oP.lit.,pp.3ト2.

52) L･K.P.S.,pp.35-6.
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のように官の格役に多くを動員する必要がなかったとし,揺役労働に代えて Suai(物納税)を

義務づけ,地方物産の物納徴収制 Kensuaiが行なわれたとしている｡Dilock53)もphraiLuang

Suaiとして農耕,山林,鉱山の業に従 事する Phraiの Muをいくつかあげているが,その地

域は必ず しも明確でない｡ また Damrong もコウモ リの糞や Phuket島の錫等火薬,弾丸の

原料が Suaiとして甘衣の使用に供せ られたとしている｡19世紀初頭の三世王治下に滞在 した

Pallegoix54)も,材木,煉瓦,石灰,仇 胤 蜂密,沈香,シェラック,油,樹脂等の Suai品昌

をあげている｡

格役への 動員が 交通手一段の未発達ojため 不J摘巨であった畿外諸国からのこれらの 物産は,

Ratanakosin朝初期にいたるまでの王室独占貿易の主要な品目でもあったo明,清朝への朝貢

貿易は18世紀以降,いわゆる適確米貿易55)として余剰米輸出-と転化発展していくが,それ以

前の朝貢品には少なからず,これら Suaiの物産が供せ られたのである｡

Ratanakosin朝に入 ってからの軍事遠征と勢力圏の拡大により,畿外と呼ばれる地方国が首

都に服属 していくが,コラー ト高原の Ubonの Phrai支配について見てみる｡『Isan州地方

国年代記 』56)には WiangChanの ChaoAnuの反乱鎮旧 こ功のあった Ubonの国主につい

て′上層1189年 (1827A.D.)の条に次のようにある｡

｢(東方の地方因の)北側は全体で,当時 MbangUbonとして知 られ,総人口5,500が住ん

でいた｡ChaoPhrayaRatchasupphawadiは(反乱鎮比の功の)故に,Suaiを献上する2,000

人を配分され, 貢納金は 100Chang(≒8,000Baht)であった｡2,000人が戦時に使役するた

めに開かれ,官吏の佳計のために1,500人が留めおかれた｡｣

首都に送 られた8,00013ahtにおよぶ 巨額の貴納金は, 篠役の代金納とともにすでに Suai

の代金納が避遠の地方国でも行なわれていた串を物語っている｡またこの地域の約1/3のPhrai

が国王官吏に配分されていた事は,畿外地万国の地方分椎 的性格を示 していると考えられる｡

コラー ト高相の畿外諸国は,メ-コン流域のWiangChanの勢力が ChaoAnuの反乱鎮圧

によって壊滅 した後,本格的に首都の統治蝕域に編入されていく｡19世紀申頃までには,メ-コ

ン酉岸のコラー ト高原全域にまで畿外諸国は展開 していった｡ 『Ratanakosin王朝三世王年代

記』,『同四世王年代記』にはそれぞれの治帖の地方因の新設の記事があるが,そのl川こは Ma-

53) I)ilock,op.lit.,p.49.

54) Pallegoix,Mgr,op.lit.,p.297.

55) 高崎美佐子 ｢18世紀における活タイ交渉史-遵羅米貿易の考察を中心として｣『お茶の水史学』lo宅-,

東京,1967.pp.18--32.
( 6qq qJ く斗 句

56) 粥3Jか3Jか3JTつ洞 ?可即 , 洲や戸T7?5171粥つL3J那 3JnJ刊iq卵nu,p.p.4,Vol.3′P.237,以f P.M.I.と略す｡
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hatthai所帖ujコラー ト高原の新地万国が多く認め られる｡57)また四11月_A-.治世の ｢地方国主官

吏名の新設と改変｣58)の条にも NakhonRatchasima,Ubon,NongKhai等の中 心地を含む

この地域の 多くの地方国名が現われ る｡

また人目移動, 土地 占拠による新地方国の成立や 分離等の新たな領域現象 も展開をみた｡

u-コTsan州地方L即F一代記 』 には,そのいくつかの事例があらわれる｡ 小暦1155年59)(1793Al).)

の条には, メ-コン対岸o)WiangChanの蝕域か ら4,000人が小村 Bar]KaengSamrongに定

着 し,Ka]asin 地方国として苗都に服属 したと見え,高頂台地を開析する Chi川支流沿いに領

域が画定されたO また小暦1227年60)(1865A.D.)には,Chi流域の Roi-etは4,000人を送 り

計9,000人で新たな属触 Mahasarakham を建てた. しか し中層1230年61)(1868A.D,)には

Mahasarakham は Roi-etの支配を脱 し, 咋封妾首都に服属することになったO この新地万 国

Mahasarakham の2,700人は,小僧1236年62)(1874A.D.)に Kalasinの属領に移住 しているo

このような大規模な移住が行なわれたことは,Phraia)移動を禁 じた旧制度の蝕域統治が,

18世紀後半には解体 しつつあった事を示 している｡ しか し申央政府による特定地方国の伸 張を

阻止する努力も行なわれた らしく,地方間問の勢力のバ ランスを意図 したことがうかがえる｡

畿外地万国の Phrai支配のための中央政府の努力としては, 中央の各省か ら地方因に 派遣

された勅使である Khaluangによる Phraiの入墨 と登 記などがみられる｡先の二批王の ｢Lek

の入墨の勅令｣はその目的のため地方国主･手7:史が Khaluangに従 うべきことを規定 したもの

で もある｡ Wales63) によれば,Ratanakosin朝に入 ってか らの登録 司 Krom Satsadiによる

Phraiの登記はほとん ど畿内にのみ限 られ, 畿外地万国へは Khaluangが所轄各省か ら派遣

されて任務を遂行するようになったといわれている｡ また Khaluang は水田面積の計測や果

樹の数量など課税対象の確認などの任務をも行なっている｡64)さらに後代になってか らは,莱

方の畿外地万国や朝貢土侯領域に対 して軍 宰警察権をも帯びた Khaluang が派遣 され, 半独

-ILr.的領域-のいわゆる弁務官 としての役割を果たすようになる｡『Isan州地方田年代記』に見

える小暦1236年 (1876A.D.)のカンボジア, 小暦1240年 (1878A.D.)の畿外 NakhonR(,1ト

chasimaの属価 Sankha-の盗賊追討を名目とした Khaluang の派遣はその例である｡65)

57) p.p.K.R･Il/,IV,pp･357--9,732-3.

58) ibid .,pp･752-62.

59) P.M./.,pp.217--().

60) ibz'd.,pp.271-2.

61) i'bid.,p.279.

62) ibz■d.,pp.29515.

63) Wales,H･G.Q.,0.9 .lit.,pp.96-7

64)p.p.K.a.),IZ,pp.387J90.
65) P.M.I.,pp.297-8,3023.
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国家領域の緑辺の政治的,軍 事的要衝を占めた幾外の有力 地方国は,接触地帯の朝貢土侯領

域に対する鎮守府的機能を果たしたが,同時に国家領域の核心地域 (首都一畿内)と相対的な

勢力を持つ蝕域として存続 した｡ しか し Ayutthaya滅亡 (1767A.D.)直後の混乱期において

は,かつての有力地方国は一首都との閥係において朝貢土侯領域と同質な性格をもつに至 った.

小暦1138年66)(1776A.Ⅰ).)に Thonburi朝は,rPhrachaoNakhonSiThammaratの金牌を

認め, 朝貢国主と同等の栄誉が与えられる 『版図境域の主』ChaoR.hanthasimaとし,Tho-

nburi観延と酷似 した NakhonSiThammarat統治の宰相および四大臣が定め置かれた｣ので

ある｡このように国家の領域的統合の危機においては,故外は国家領域の内部にありながら,

かつ分離,離反する傾 向を示 した｡また財政的実権が華僑税請負人に掌握されていく場合もか

なりみられ,四世王治世の ｢地方国主官吏名の新設 と改変｣においては,畿内 Kromatha所

轄のほとんどoj港津地域で華僑国主代理が置かれている｡マレー半島部の畿外地万国において

は,さらに領域統治権が華僑国主の手に移行する例がいくつか見 られた｡

小暦 1131年67)(1769A.D.),Songkhlaの潟湖の島 KoSi,KoHaにおける 50Chang(≒

4,000Baht)におよぶ燕常の徴税請負権が華僑に独占され,8年後には Songkhla国主に承認

されている｡ また Tej68)によれば,1844A.D.には Ranongにおいてもゴム林の大徴税請負

権が競売の後, 華僑の手に握 られ,数年後に Ranong匡卜主となっている｡Suaiは徴税請負と

いう華僑の経済活動を媒介にして徴収 される場合が多 くなり,これら地方国では,華僑はその

財政的基盤をもって地方国の統治権を掌握 していったcJjである｡

畿外地万国の領域統治は,いわゆる KinMdang制に支えられていたOそして一般的には,

首都一一畿内という闇係に対応する領域統治が行なわれていたと考えられる.その例を有力地方

国であった NakhonSiTha.mmaratについてみる｡

『Ratanakosin王朝二世王年代 記』のl恒こは,｢二世王治世における NakhonSiThammarat

の官吏一覧表｣を典拠とした NakhonSiThammaratの統治形態を記した部分がある｡69)それ

によれば,例えば国主代理は右部に属 し Sakdina3,000を付与され,従者,武器の保有は数量的

に規定されていた｡国主代理は,｢国主の半分の賦課税を下賜され,また横榔樹のある Tambon

PhanianKhanom を与えられ,3Tambon(村)を支配下においた｡主邑uj2sen(≒80m)

66) PP.K.R./,//,p.82.
d1

67) yv岬1つ577T上3J那那竹か1,p.p.3,Vol.3,pp.36-7,FSongkhla年代記jj

68) TejBunnag,OPICit･,ppl36-7･
I

叫 くy eJ
69) p.p.K.R.I,H,pp.526-37;T?mF別はl即日PIF戸汀百T3-3J3'1町,nN m叩 つ, 刑.iq. 由8:OB:,

†

149,『NakhonSiThammarat志集』
pp.96-
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図3 NakhonSiThammaratの領域

ローマ数字は領域級別

- ･- ･- 地方国の境界,Smytllの図に基づき推定

(source) p.p.K.R./,)/,pp.536-7,"MapoftheMalayPeninsula",in Smyth,II･WリFz'㍗cYear∫

inSiam,fro,M1891/t,1896,Voll2,IJOndon,1898･

束には NaSatを有 した｡･･--｣ 等 とある｡ I_)amrongの解釈に従えば,これらの Tambon

か らキンマの頂料である横榔子を Suaiとして徴収 したと推定され,同時に主邑のすぐ近 くに

私用に供する Phrai(私民) を使役するTl｣地をも付与されていた｡ 官吏の庄計のために Suai

徴収にともなう利益が分与され,さらに田地を保有 していた事が明らかである｡Phraiによる

suai献上が, 地域的に小銃域 Tambon(郷,村)ごとに規定されていた事は, Suai徴収の

システムが地域を基盤にしたとも推定されるが,史料的な不備のため断定することはできない｡
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表 1 NakhonSiThammaratの統治領域の区分

級 別_凍 治官の Sakdin再 耳 _右 -･互 可

M屯ang レベルの属領

左 部 ! MaangThaThong

II 1,200 7 ; 右 部 KhwaengPakPhanang他

HI 1,()0() 2

IV 600 9

Amphoe(那)レベルの属領

1 石 部 1

左 部 1

右 部 3

左 部 6

部

郡

部

部

右

左

右

左

Dan(関所),Khai(棉)
㌔

(Source)p.p.K.A./,IJ,pp.536-7

e

e

e

e

0

0

0

0

h

h

h

h

p

p

p

p

m

m

m

m

A

A

A

A

3

5

CO
81

また同年代言出こは,NakhonSiThammaratの統治触域の区分70)が記されている｡図3と表1

はそれを示 したものであり,マレ一半畠東岸uj潟湖に沿うマングローブ林 と山地の間に南北に

ひろがる狭少な平野にある古邑 NakhonSiThammaratを中心に,MBang レベルの属領20

を含む行政領域が右部(南部),左部 (北部)に分属 され,さらに4階級に区分されていた事がわ

かる｡ThaThong(Kanchanadit)を左郡の,半島西岸の rrrangを右部の,それぞれ第 1級

の要衝の属蝕とし,シャム湾からアンダマン梅に至る佐津地帯を占めていた｡沿岸島峡を含め

たその間の第 2,3,4級の属領のほか,Amphoe(那)レベルで 2階級34を数え,さらに交通路

を常時点検する小拠点たる関所,柵 Khaiの14が配置されていた.

このように NakhonSiThammaratに代表される有力な畿外地万国の触域統治uj形態は,

首都の畿内に対するものと相似 した縮少版であった｡

畿外地万国の外側 は国家蝕域の外縁として意識され朝貢園が展開 した｡それらの朝貢土侯の

場合は,飲水誓忠の儀が義務づけられ金銀樹,物産,貢納金等の献送が要求 された｡首都の申

央政府との関係は戦時の軍事的援助のほかはきわめて稀薄であり,土侯首長によって統治され

70) p.p.K.R./,lr,pP.5367.
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る異質な領域であった｡ これ らの土侯釦域は,いずれ も19Lt摘己未 まで中国,ビルマ,ベ トナム,

英仏柚民地勢力の版図領域の聞隙にあって, いわゆる緩衝国を形成 し,ChaoPhrayaデルタ

の専制国家o)辺境に一連の接触地帯を展開 した｡雲貴高根か らシャンステーツ,トンキン高地,

北部ラオス,北邦タイの大河に連なる小河川が開析 した山間盆地では,狭少な盆地,平野ごと

にタイ系諸朕の Mdangが形成されている｡ それ らC,)Mdangの肘 舌空間は, いくつかの再

開の交易ルー トで結合されて邦族的なまとまりをもった土侯髄 域として統合されている｡71)雲

南省南部の ThaiLd族の SipSongPanna,トンキン高地の白タイ,黒タイ族の SipSong

ChuThai,北部ラオスの ThaiNda族の HuaPhanHaThangHok等がそれである｡

これ ら北部oj山間盆地の土侯鶴城は,いずれ も ChaoMdang等の土侯首長によって専制的

に統治され,そ灯下に各 Mdanguj長や官僚貴族が存在 したO 領域内の農民は MBangや村

落内部の共同体的慣行に従いなが らも,一方 で首長によって格役や責納義務が課せ られる場合

が多かった｡

SipSongPannaの場合, 各 Mdang内部の村には村 田があって毎年村内各戸に割 り替え

られ,また各村には官LuNaLuangが存在 し,村民0)格役によって耕作され称号を帯びる官

に収穫が 与え られた.72)村内の水利をめぐる共同体的規制がみ られ, ダム長 HuanaMdang

Faiが選Hほ れて,村民の共同労働によってダムの建設修理,耕地-導水する水路建設等が行

なわれていた｡73)また苫邑 ChiangRung(ChiangHung,車里)の玉は各 Mdangの土侯首

長に格役徴用を命 じ,苗 邑の王宮や道路整備等の土木工 事74)を行なっている｡SipSongPanna

ではデルタ0)専制 国家にみ られたような大規模な運河開削や王都造営等は行なわれなかったが,

領域統治における人 力支配の頂型 ともいうべきものをうかがうことができる｡ SipSongChu

Thaiにおいて も蝕域内の地代徴収に開通 し,農民の移住にともなって土侯領域間の矛盾乳棟 も

しばしばみ られ,75)農民の確保は飢域の土地支配のために必須な事が らであったと考え られる｡

18世紀末か ら朝貢国となり, ChaoAnu反乱鎮)日麦, 南部ラオス経営の要衝 として機能 し

71) 国家領域の形成に発行する過渡的形態とも考えられるこれら土侯領域は,多環節的な segmentarystate

ともいうべき性格を有したが, 刑 乱 ベ トナム,シャム等の平野の専制国家の不明確な1-j_i]境の間隔にあ
ってこそはじめて存続が可能であった｡水津-一朗 『社会集団の生活空間-その社会地理学的研究』,東京,

1969.pp･266--7;Southall,A･,"ACritiqueoftheTypologyofStatesandPoliticalSystems,"Banton,

M.(ed･),Po/izica/旦′∫zem∫andtheDi∫/ribuzz■onofPower,IJOndon,1965,pp.126-8.

72) Chenliall-Seng,Fro,ltl'erLandSy∫tcm∫3'nSoldhernmo∫zChl■na,New York,1949,pp.27-3(). 杏
村に分割された雷冊には, さらにそれに付随する循役義務の内容を示す名が付されていた｡

･w M ぎ討論 偏 - 血 u7, 品 の,nF,朋 - H･ - 56･pp･108-ll,Bunchuai

r

Sisawat『SipSongPannaのタイ族｡n

73) 3'bid.,pp.590-2.

741 Z●bz■d..pp.124-9.

75) McCarthy,J･,SurveJノZ'ngandEx.bZorz'nginSiam,London,1900,pp.101-2.
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たメ-コン申 流域の NakhonChampasakoj場合76)をみてみ るO領域内では KhaPhoもし

くは KhaSunphloengと呼ばれる吐丁年 4Baht,老人 2Bahtの税が徴収 され, さらに格役

か もしくは 4Bahtの課役代納付が義務づけ られ,他に官務の際に分配 され る籾米があ らか じ

め徴収 された. Bangkok-の責納金は年 100Chang(≒8,000Baht)と定め られ,3年に 1

度献送 され る貴紬 鋸 ま企樹 10tiaht(150g),銀樹 10Baht(150g),象牙 2Hap(120kg),カ

ルダモ ンの実 4Hap(240kg)であったo

これ らの朝責土侯領域においては,それぞれ独自の統治が行なわれ,タイ系諸族の場合, し

ば しばその部族的な共同体的慣行が領域統治上にも反映 していた｡ Bangkok との関係は,請

外国 との接触地帯という地理的位置か らして軍事･外交的側面に強 く規定 され る事が多か った｡

北部タイ, 北部 ラオスujl∠紺摘己以来ojLangNa,LangXang両ヨ雄司の歴史的鶴城に包摂 さ

れ る Chiang Mai,IJampang,Lamphun,Nan,Luang Phrabang,Wiang Chan 等は

Ayutthaya滅 亡後, Thonburi軌 Ratanakosin 観初期の軍 事遠征によ り朝貴国として服属

していった｡ 中 国,ベ トナムとの接触地帯である SipSongPanna,SipSongChuThaiの

場合は,19世紀後半 IJuangPhrabang-の宗主椎酎 封を媒介にして 13angkokに忠誠を誓 い

朝貢関係を結んだ｡77) しか し仏植民地勢力のラオスの土侯触域への領土的伸 張 と大平大国軍の

残党である Ho族の反乱に対す る五棋王の討伐遠征軍派遣 により,これ らの地域は急速 に ミリ

タ リーゾ- ン- と転化 していった｡

東方のカンボジアにおいては,その西半の トンレサ ップ盆地の穀倉地帯にある phratabong

(Battambang),NakhonSiamarat(Siem Reap)が一世王当時服属 し, 朝貢国でありなが ら

Bangkokoj蔽摘摘i域 とされた｡78)

南方のマ レ- 半 鳥 の Sultan 土 侠触域は, 一 世王U)対ビルマ戦役以後,liangkokに脚扇し

たOその翫域は半畠東侮日封こ沿 う平野に分布 し,Pattaniを首 邑とす る蝕域,Kalantan(Kel-

antan),Trangkanu(Tcrengganu),西榔 旨の Saiburi(Kedah)等o)マレー人 Sultan土侯触城

であった｡畿外の有力地方国 Songkhlaに隣接す る Pattaniに対 しては小暦1151年79)(1789

A.D.)に討伐軍がJliされ平定後,領域の分割支配が施行された｡首 邑 Pattaniとその統治下に

あった六つの属徹は 13angkokの強圧の下に分割 された｡Pattani,Trir唱,Saiburi,Nongchik,

Raman,Rangae,Yalaに分割 され,Songkhla国主 phrayaSongkhla(DianChong)の統

76) P.j4(.(,,r).237.
叫 cJ か′

77) 叩寸戸nつ戸nyは別LWuq3'J, P.1'.9,Vol.9,I)P.27J),『ChiangRung年代記』
1

78) p.p.K.R.I,71ノPP.2101.

79) ibid･,pp･174-や.
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櫓下に龍かれ, 7上根触域の境域は厳密に設定された｡801これは畿外C/)有力地方国を媒介にし

た接触地帯の異民族触域支配の例であった｡

半島沿岸の港津を多く含むこれら Sultan土侯領域では,それぞれ囲有の徹域統治が行なわ

れていたと考えられるが,英植民地勢力の進片目こより,英 ･シャムの舗有権をめぐる緊張oj場

と化していった｡

18世紀以降の軍事遠征より服属 した朝貢土快鋸 或は,旧制度下C/j中央政府の国家蝕域o)観念

仰 いできわめて不明確な位置をしめていた｡それは国境をもった蝕域国家という観念が旧制度

において未成熟であったことによるとも考えられる｡19世紀未uj英 ･仏植民地勢力によるこれ

ら緩衝国的性格の土侯触域への圧迫は,その領有権をめぐって,Ra′tanakosin弓州日制 度下の餌

域統治の矛盾を顕在化させていったのである｡

Vrむ す び に か え て

タイ旧制度下のLl家領域は, ChaoPhrayaデルタを核心地域としながら,北部盆地,コラ

ー ト高原,マレー半島部へと広がり,畿内一畿外の地方国として区分されていた｡首都の中央

政府による国家領域の統治支配は Phraiの一律支配を基調としていた｡ しか し一方, 各地方

因の俄域統治は国主･官吏による地方分権的な統治,経営である KinMbang制を基本として

いた｡ 畿内を中 心とするデルタ地域においては, 不安定な Phraiの揺役にかわる華僑労働力

が運河工事等の公共事業に投入されて開発が進行 し,地域の充実をみるが,申央政府の庖按支

配のおよぶ領域はきわめて狭められていった｡ 畿外地万国に対 しては Suai徴収を軸とした支

配がたてまえであったが,国主･官吏の政治的,経済的支配は強く,より地方分権的色彩が濃厚

であった｡これはPhraioj一律支配という理念的原則とKinMdangという現実oj統治形態と

の間の矛盾に起因すると考えられる｡ そして Ayutthaya朝以来の畿内-畿外-qJl貴国という

旧制 度oj領域編成秩序は,19世紀末の植民地勢力の夕tJJ･Iが朝貢土侯蝕域に先端的に反映する過

程で解体 していく｡ Chakri改革の中心環をなす申央集権的な国家旗域統治の課題と条件は,

旧制度の理念と実態とo)間に存在 した固有の矛盾の申に求められるのである｡

付記 小稿は昭和46年度京都大学大学院文学研究科 (地理学専攻)に提Lt‖ノた修士論文,｢タ

イにおける国家餌域の成立過程｣の山部に加筆 したものである｡論文を完成するにあたって御

指導いただいた京都大学名誉教授関西大学教授織Il]武雄,京都大学教授藤岡謙二郎,同教授水

津一馴,同教授石井米雄,東京工業入学教授告Ll｣慶治o)諸先生方に深 く感謝 申 しあげます｡

80) m Pm 577TL3J4ad m卯諒, p.p..3,V.I.3,pp.9-17,『Pattani年代記』

270


